
見附市訓令第３号 

 見附市職員に関する勤勉手当の成績率運用規程の一部を改正する規程を次のよ

うに定める。 

  令和６年６月２７日 

                    見附市長  稲 田  亮 

見附市職員に関する勤勉手当の成績率運用規程の一部を改正する規程 

 見附市職員に関する勤勉手当の成績率運用規程（平成１６年見附市訓令第５号）

の一部を次のように改正する。 

第３条第１項の表中「定年前再任用短時間勤務職員以外」を「定年前再任用短時

間勤務職員及び会計年度任用職員以外」に改め、同表に次のように加える。 

会計年度任用

職員 

３の職員 １００分の５７．５ １００分の５７．５ 

２の職員 １００分の５０ １００分の５０ 

１の職員 １００分の４２．５ １００分の４２．５ 

第５条第１項中「見附市の一般職員の給与」を「見附市一般職の職員の給与」に

改め、同項の表中「再任用職員以外」を「定年前再任用短時間勤務職員及び会計年

度任用職員以外」に、「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め、

同表に次のように加える。 

会計年度任用

職員 

（１） 停職の処分

を受けた場合 

１００分の２０ １００分の２０ 

（２） 減給の処分

を受けた場合 

１００分の２５ １００分の２５ 

（３） 戒告の処分

を受けた場合 

１００分の３０ １００分の３０ 

第５条第２項の表中「再任用職員以外」を「定年前再任用短時間勤務職員及び会

計年度任用職員以外」に、「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改

め、同表に次のように加える。 

会計年度任用

職員 

１００分の３２以上１００分

の３５以下の間で市長が定め

る率 

１００分の３２以上１００分

の３５以下の間で市長が定め

る率 



   附 則 

 この規程は、公布の日から施行し、改正後の見附市職員に関する勤勉手当の成績

率運用規程の規定は、令和６年６月１日から適用する。 


